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都市計画を変更しようとする理由 

 

大津都市計画区域は、熊本空港へのアクセス性や幹線道路の結節点となるな

どの交通面での優位性から、一定の都市機能が集積し、隣接する市町村住民の

都市サービス享受の場としての役割を果たす地域である。 

 

この中で、中九州横断道路については、本区域と他都市圏間を連絡する高規

格道路として広域交通ネットワークの形成、都市間の交流、連携促進に向け

て、整備を促進することとしている。 

 

また、大津町都市計画マスタープランにおいても、国道５７号への交通集中 

に対応するため、東西交通を処理する新たな広域幹線道路の整備を推進するこ

ととしている。 

 

これらを踏まえ、本区域の更なる都市機能向上や交通の円滑化、他都市圏と

連携した都市づくりを進める観点から、大津台地工業団地等の工業生産拠点へ

の速達性向上による産業の活性化、信頼性の高い緊急輸送路の確保、観光振興

の促進、渋滞緩和による生活環境の改善を図るため、大津都市計画道路１・

４・１号中九州横断道路大津熊本線について、令和２年１月に車両の通行に必

要な路面幅で都市計画決定を行った。その後、測量や調査を行い、詳細な設計

により法面などの道路構造が確定したため、令和６年３月に都市計画決定の幅

員を法面や道路排水施設などを含めた道路幅に変更した。 

 

現在、国土交通省にて事業を進めているものの、ＴＳＭＣ進出に伴う半導体

関連企業の集積・開発が進んでおり、交通渋滞が深刻化している状況にある。 

 

そこで、整備をさらに加速させ、交通分散による定時性・速達性を確保等の

効果を最大限発現させるため、有料道路事業を導入すべく、料金所等の施設を

配置するために必要なエリアを、今回新たに都市計画の区域に追加するもので

ある。 

  



区域

番号 路線名 起点 終点
主な
経過地

延長
構造
形式

車線数 幅員
地表式の区間における
鉄道等との交差の構造

1・4・1
中九州横
断道路大
津熊本線

大津町
大字杉水
字中津

大津町
大字杉水
字飛宮

大津町
大字杉水
字東岩迫

約1,850m 4車線 20.5m

大津町
大字杉水
字二の迫

大津町
大字杉水
字東岩迫

約390m 嵩上式 20.5m

大津町
大字杉水
字東岩迫

大津町
大字杉水
字下源場

約430m 嵩上式 20.5m

大津町
大字杉水
字下源場

大津町
大字杉水
字飛宮

約360m 掘割式 20.5m

約670m 地表式 -

都市計画道路室杉水線
（国道３25号）に接続

　「位置、区域及び構造は計画図表示のとおり」

自
動
車
専
用
道
路

構造形式の内訳

　なお、大津町大字杉水地内に出入口を設ける。

大津都市計画道路の変更　（熊本県決定）

　大津都市計画道路中1・4・1号 中九州横断道路大津熊本線を次のように変更する。

種別

名称 位置 構造

備考



区域

番号 路線名 起点 終点
主な
経過地

延長
構造
形式

車線数 幅員
地表式の区間における
鉄道等との交差の構造

（〃）
1・4・1

（〃）
中九州横
断道路大
津熊本線

（〃）
大津町
大字杉水
字中津

（〃）
大津町
大字杉水
字飛宮

（〃）
大津町
大字杉水
字東岩迫

（〃）
約1,850m

（〃）
4車線

（〃）
20.5m

（〃）
大津町
大字杉水
字二の迫

（〃）
大津町
大字杉水
字東岩迫

（〃）
約390m

（〃）
嵩上式

（〃）
20.5m

（〃）
大津町
大字杉水
字東岩迫

（〃）
大津町
大字杉水
字下源場

（〃）
約430m

（〃）
嵩上式

（〃）
20.5m

（〃）
大津町
大字杉水
字下源場

（〃）
大津町
大字杉水
字飛宮

（〃）
約360m

（〃）
掘割式

（〃）
20.5m

（〃）
約670m

（〃）
地表式

（20.5m）
-

　　（〃）
都市計画道路室杉水線
（国道３25号）に接続

　　　　　　　（〃）
　なお、大津町大字杉水地内に出入口を設ける。

構造形式の内訳

（
〃

）
自
動
車
専
用
道
路

大津都市計画道路の変更　（新旧対照表）

（　）内は旧

種別

名称 位置 構造

備考



事項 時期 備考

素案の説明会 令和７年７月２９日 合志市
令和７年７月３１日 大津町
令和７年８月　２日 合志市・大津町

案の作成 令和７年８月　４日

管理者協議 令和７年８月２２日・９月２日

公安委員会協議 令和７年８月２２日

関係市町村の意見聴取 令和７年８月２２日

計画案の縦覧 令和７年９月２６日から
令和７年１０月１０日まで

熊本県都市計画審議会 令和７年１１月１０日

都市計画決定の告示 令和　年　月　　日

都市計画の策定の経緯の概要

大津都市計画道路の変更（熊本県決定・大臣同意なし）

（大津都市計画道路　１・４・１号　中九州横断道路大津熊本線）



1・4・1号  中九州横断道路大津熊本線
延長 L=約1,850m　4車線　W=20.5m
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大津都市計画道路の変更【熊本県決定】　計画図　　S=1:2,500

菊陽町

1・4・1号  中九州横断道路大津熊本線　延長 L=約1,850m　4車線　W=20.5m

終点：大津町大字杉水字飛宮

凡　例

都市計画道路の区域

字界（大字）

字界（小字）

行政界
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1・4・1号  中九州横断道路大津熊本線　延長 L=約1,850m　4車線　W=20.5m

凡　例

都市計画道路の区域

字界（大字）

字界（小字）

行政界

都市計画道路の区域(追加)

起点：大津町大字杉水字中津

終点：大津町大字杉水字飛宮

新旧対照図　　S=1:2,500


